
 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 
 

 

 

 

市 政 運 営 の 要 旨 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒  河  江  市 
 



－１－ 

本日、令和８年第１回寒河江市議会定例会が開催されるにあたり、令和８年度の市政運

営に臨む基本方針と施策の大要を申しあげます。 

 

<基本方針> 

令和８年度につきましては、第７次振興計画のスタートの年度にあたります。 

振興計画では、全ての市民が幸せを実感できるまちづくりを進めるため、将来都市像を

「さくらんぼと幸せ実る 夢育むまち 寒河江」と定め、多様な施策に取り組むことといた

しました。 

この理念のもと、目指すべきまちの姿に向かって施策を前へ進めるための予算編成を行

ったところです。 

「全国に誇る子育て環境と教育のまちへ」、「賑わいと交流を生み出す豊かなまちへ」、

「安全安心で利便性を感じるまちへ」の３つの柱立てにおいて、それぞれの取組みを推し

進める予算といたしました。 

第１の柱は、「全国に誇る子育て環境と教育のまちへ」であります。 

本市の子育て施策をさらに充実させ、子どもたちが自ら考え挑戦できる環境を整えるこ

とで、学びや遊びを通して個性や創造性を育むことができるよう取組を進めてまいります。 

まず、子育て支援の充実として、新たに１か月児健診費用の助成に取り組むとともに、

全ての子育て世帯を負担軽減の対象にした保育料の段階的負担軽減事業を継続し、物価高

騰に対応した３歳から５歳児の副食費及び小中学校の給食費の増額を行います。 

また、教育環境の充実を図るため、小学校へのウォータースタンド整備による熱中症対

策、新中学校施設整備に向けた実施設計を行ってまいります。 

第２の柱は、「賑わいと交流を生み出す豊かなまちへ」であります。 

農産物の生産力強化を図るため、有害鳥獣による農産物被害の防止対策や、生産性向上

を後押しする補助金を拡充いたします。 

人口減少対策の一つとして、若い世代を含めた交流人口の拡大や創業支援等を行うため、

中心市街地活性化センター「フローラ・ＳＡＧＡＥ」２階に「寒河江百貨店」をオープン
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させるほか、寒河江公園内の多目的運動広場及び園路整備に着手いたします。 

また、地域コミュニティの活性化として、地域づくりの取組に対する支援や柴橋地区コ

ミュニティセンターを地元ＮＰＯ法人による指定管理運営に移行します。 

第３の柱は、「安全安心で利便性を感じるまちへ」であります。 

市民サービスの向上を図るため、令和８年度内の各種証明書等コンビニ交付導入を目指

し取り組んでまいります。 

また、県立河北病院と寒河江市立病院の統合再編に向け、用地の測量調査及び地質調査

に着手いたします。 

次に、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や事業者への対策

についてですが、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、デマンドタク

シー運行事業・循環バス運行事業、灯油購入等助成事業、保育所の副食費及び小中学校の

給食食材費高騰対応などにおいて実施してまいります。 

以上の結果、令和８年度一般会計当初予算の規模は２４２億円で、当初予算ベースでは

過去最大となったところでございます。 

これまで進めてきた子育て支援、人口減少対策、安全安心なまちづくりについて、引き

続き力強く取り組んでまいります。 

 

以下、第７次寒河江市振興計画の５つの基本政策に沿って大要を申しあげます。 

 

基本政策１の「子育て・教育環境、人材育成機能の充実」であります。 

「安心して結婚・出産を希望できる環境づくり」については、婚活に関する事業として、

民間事業者と連携し、婚活交流事業による出会いの機会を創出するとともに、新たに短期

間での成婚に向けた伴走型支援に取り組み、成果を重視した婚活支援を行います。 

子育てする上で孤独感や負担感などを抱える母親が増加していることから、こども家庭

センターの専門員による相談・支援体制を一層強化し、妊産婦の孤立を防ぐための支援を

実施してまいります。 
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「子育て世代が幸せを実感し、子どもが伸び伸び育つ環境づくり」については、放課後

児童クラブ用に改修した旧にしね保育所の建物に西根小学校内の「ねっこクラブ第３」を

移転し、こどもの活動環境の充実確保を図ります。 

子育てしやすい環境づくりを更に推進するため、市立なか保育所で先行して取り組む

「こども誰でも通園制度」について、令和８年度から全国での本格開始となることに伴い、

民間保育施設が実施予定でありますので、その円滑な実施に向け支援してまいります。 

「子どもが笑顔で育ち、社会全体で子育てを応援する環境づくり」については、子育て

世帯の経済的負担を軽減するため、３歳から５歳児までの保育料、第３子以降に該当する

３歳未満児の保育料、同時入所第２子の保育料の全額無償化と、同時入所以外の第２子に

ついての半額助成を継続してまいります。 

また、県と市が連携して実施する年収４７０万円未満世帯の保育料無償化や、令和７年

度から拡充しました年収４７０万円以上の全階層における保育料の半額助成についても、

県の助成に市独自の上乗せを行い、継続してまいります。 

保育所、幼稚園等に通う３歳児以上の副食費を、所得制限なく無償化していることにつ

きましても、物価上昇に対応するため上限金額を引き上げ実施いたします。 

オープン３年目を迎える屋内型児童遊戯施設「さくらんぼこどもキャンパス ＣＬＡＡ

ＰＩＮ ＳＡＧＡＥ」は、市内外の多くの子育て世帯からご利用いただき、令和８年１月

末現在の累計利用者数は、約３２万人と順調に増加しております。子育て世帯の交流の場

としても何度でも利用したくなるような施設運営に努めてまいります。 

「こども家庭センター」については、児童虐待対応の技術を有する公認心理師による相

談や心理アセスメント、心理ケア等の支援を行うとともに、対象者に対する適切な支援と

ヤングケアラーであることが疑われるこどもへの継続的な見守りを実施してまいります。 

子ども食堂「さくらんぼ食堂」につきましては、実施するＮＰＯ法人を支援し、食事の

提供だけでなく、こどもが居心地の良い場所となるよう後押しいたします。毎月１０キロ

グラムの米の提供に加え、経済的な余裕がない場合に後回しになりがちなお菓子をひとり

親家庭等の子どもに提供し、一人でも多くの子どもが笑顔になるよう努めてまいります。 
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「豊かな心と健やかな体の育成」について、まず、「思いやりの心といのちや生き方を大

切にする教育の推進」ですが、心身ともに健やかな「さがえっこ」を育成するために、「生

徒指導の実践上の視点」を生かし、授業や教育活動の中に自己選択・自己決定の機会を設

け、共感し合える人間関係を育みながら、すべての子どもたちにとって、学校が安心安全

な居場所になるように取組を進めてまいります。 

「多様な教育ニーズに応じた支援の充実」については、学校に行きづらさを感じている

子どもたちへの学びの保障と居場所づくり、保護者に対する相談を行うなど、「教育支援

センター」としての寒陵スクールの機能を強化してまいります。 

また、別室登校となっている子どもの指導・支援を行う教育相談員を市内の全中学校に

配置し、安心して学ぶことのできる環境づくりを図ってまいります。引き続き、スクール

ソーシャルワーカーを配置し、いじめや不登校などの課題を抱える児童生徒に対して、教

育と福祉の両面から迅速かつ丁寧に支援してまいります。 

「ふるさとへの愛着と誇りを育む教育の推進」については、地域の良さや魅力について

理解を深めることができるよう、コミュニティ・スクールの仕組みを活かしたふるさと学

習を推進するとともに、市内産業への理解を深めることができるよう、「さがえ未来コン

ソーシアム」を活用したキャリア教育の充実を図ってまいります。 

「健やかな体を育む教育の推進」については、学校体育や外遊びを通して、子どもたち

の体力や運動能力の向上を図ってまいります。給食費の無償化につきましては、１食当た

りの単価を増額のうえ、引き続き実施してまいります。 

「学校・家庭・地域が連携した教育の推進」といたしましては、すべての小・中学校に

設置された学校運営協議会を通じ、学校と地域住民が協力する学校運営を推進し、本市の

将来を担う「さがえっこ」を育むため、地域全体で学校の教育活動を支援し、社会に開か

れた教育課程の実現を目指すほか、思いやりの心や規範意識など、命や生き方を大切にす

る教育を目指します。 

「未来を創造する学ぶ力の育成」について、まず、「学びの充実と確かな学力の育成」で

すが、すべての子どもたちが確かな学力を獲得し、生涯にわたって学び続ける自立した学
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習者となるために、その基礎となる「読解力」の育成を図るため、小学校２年生から４年

生を対象とした学習支援サービス「まるぐランド」、小学校６年生及び中学校１・２年生

を対象とした「リーディングスキルテスト」を活用しながら、市教育研究所の課題研究部

会を中心に読解力向上に向けた研究を進めてまいります。 

「学校種間の円滑な接続・連携の推進」については、幼稚園・保育所等から小学校へ、

小学校から中学校へ、中学校から高校への円滑な接続に向けて、さらなる連携を推進する

ため、学校種間の円滑な接続や連携に向けた研修や、教育活動の参観等の実施、幼児期後

半のアプローチカリキュラムや小学校入学期におけるスタートカリキュラムに基づく指

導の充実、中学校区ごとの小中連携事業の実施、市内中学校と高等学校の連携の推進に努

めてまいります。 

「これからの時代に対応した教育環境の整備」については、市内３中学校を統合し整備

を進める新中学校について、実施設計業務を進めてまいります。また、生徒のスポーツ・

芸術文化活動を豊かなものにするため、学校部活動の持続可能な環境づくりと、併せて、

中学校部活動の地域展開についても地域クラブと連携し推進してまいります。 

 

基本政策２の「豊かな暮らしを実現する持続可能な産業の振興」であります。 

「次世代へつなぐ魅力と希望あふれる農業振興」については、将来にわたり農地や農作

物を守るためには、新規就農者の確保や育成が必須となることから、雇用や移住による就

農など多様な就農形態に合わせてサポート体制を強化するほか、機械や設備の導入、技術

支援など経営の早期安定化に向けた支援に努めるとともに、若手農業者グループの活動を

支援してまいります。 

また、農業の担い手が安定的・継続的な経営発展を可能にするため、一人当たりの営農

面積を拡大させ、また、分散している耕作地の集約を進めることにより農地等の有効利用

につなげてまいります。 

鳥獣被害から農地を守るための取組みとしては、鳥獣を寄せ付けない対策として緩衝帯

の整備や放任果樹等の伐採、電気柵導入支援など国・県などの補助事業を活用しながら、
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地域との連携を強化し対応してまいります。 

また、用排水路、農道、ほ場など農業基盤施設の計画的な長寿命化・防災減災対策等を

実施し、営農環境の維持改善を図ってまいります。 

本市の主産品である「さくらんぼ」については、近年の気候変動による影響で収量が減

少し栽培を断念する生産者が増え、危機的と言っても過言でない状況にあります。「寒河江

のさくらんぼ」を守り維持していくため、高温耐性のある「紅秀峰」や「やまがた紅王」

等への改植支援や結実確保対策など、更なるブランド力の向上を推進してまいります。 

水田農業の振興については、米価安定に向けて関係団体等と連携し、需要に応じた米生

産の推進、生産性向上に直結する省力技術やスマート農業の導入を支援し、高品質米生産

を推進してまいります。 

また、さがえ子姫芋をはじめとする伝統野菜など本市が誇るブランド農産物の販路拡大

や加工品開発など付加価値向上に向けた取組みを引き続き支援するとともに、地産地消や

食育の推進を図ってまいります。 

「賑わいを創出する観光振興」につきましては、引き続き「体験型観光」を戦略の柱と

した観光施策を推進し、観光の高付加価値化による地域経済の活性化や交流人口の拡大に

取り組んでまいります。 

また、本県の訪日外国人観光客数が、令和５年、令和６年と２年連続で過去最高を記録

し、米国の有力旅行メディアであるナショナルジオグラフィックが「２０２６年に行くべ

き世界の旅行先２５選」に国内で唯一山形県を選出するなど、古くからの伝統と神秘的な

アウトドア体験ができる旅行先として、本県に対するインバウンド観光客からの関心が高

まる機会を捉え、魅力ある観光商品の造成や外国人富裕層向けガイドの育成など受入態勢

の整備を進めるほか、冬季イベントと地域ならではの食を組み合わせた観光体験の機会を

提供するなど、観光誘客及び観光消費の拡大に努めてまいります。 

「産業の成長を促すチャレンジと持続的な発展基盤の構築」については、経営者の高齢

化や後継者不足等により商業機能の衰退が危惧される中心市街地の活性化を図るため、フ

ローラ・ＳＡＧＡＥ２階に、それぞれストーリー性やオリジナリティを備えた「１００の
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品」の展示スペースやカフェを中心としたコワーキングスペース等を備えた「寒河江百貨

店」を開設します。これにより、市内外から本市中心市街地への新たな人の流れを生み出

し、交流人口の拡大を図ります。加えて、「寒河江百貨店」に低廉な家賃設定の貸オフィス

を開設するなど、創業支援体制を強化し、空き店舗を活用する新たな事業者や、後継者問

題を抱える既存店舗の事業を承継する人材の育成に取り組んでまいります。 

また、地域に根差した商工業者の経営強化を図るため、新商品や新サービスの開発、新

たな事業分野への進出、販路の拡大等、収益増加をめざす積極的な事業展開を支援してま

いります。さらに、設備の近代化を図るための資金調達を支援するほか、その時々の経営

課題、経営環境に応じた必要な支援策に適宜取り組んでまいります。 

「多様な働き方ができる就労機会の創出と人材の確保」については、寒河江中央工業団

地に、魅力ある雇用を創出するため、今後の成長分野と見込まれる、高付加価値の製品を

手掛ける企業や、独自の技術を持ち、その分野でトップクラスのシェアを誇る企業等をタ

ーゲットに据えた戦略的な企業誘致活動に取り組んでまいります。 

また、若者にとって魅力ある就業の選択幅を拡大させるため、本市に少ない情報通信技

術を活用したサービス業やデザイン業等のソフト産業の創業支援や育成に取り組むとと

もに、地元企業に対する若者の認知度を向上させ、本市への就職に繋げるため、高校生を

対象とした市内事業所でのインターンシップ事業の実施や、大学生と市内事業所との共通

の課題研究を通した交流事業に取り組みます。 

「移住者をはじめとした新たな活力の創出」については、移住コーディネーターを配置

し情報発信、相談、補助申請等のワンストップ化を進めるとともに、オーダーメイド型移

住体験ツアーの充実を図るなど本市への移住促進に取り組んでまいります。 

奨学金の返還支援やアパートの家賃助成など市の独自事業や、住宅取得及び住宅リフォ

ームへの支援、国による移住支援金や地方就職支援金の制度と併せ、引き続き移住定住に

向けた支援の充実を図ってまいります。 

さらに、首都圏等からの移住を促進するため、民間企業と国内の市町村で構成する二拠

点居住応援ネットワークに参画し、希望者の交通費負担を抑えながら二地域居住を試すこ
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とができる体験型プログラムの提供に新たに取り組みます。 

また、市内高校生を対象とした仮称「まちづくり部」を創設し、高校生自らが主体的に

地域に関わり、地元への誇りや当事者意識を醸成し、参画志向や郷土愛等を向上させる取

組を実施いたします。 

 

基本政策３の「全ての市民の健康と安全・安心の確保」であります。 

「健康を支える仕組みづくり」については、市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取

り組み、生涯にわたり健やかで心豊かに暮らすことができるよう、全世代にわたる健康づ

くり施策を推進してまいります。新たに体成分分析測定機器を「健康づくり事業」に導入

し、自身の体の状況や、健康づくりの取組の成果を「見える化」して、より具体的な健康

づくりの指導を実践してまいります。また、日々の健康づくりの取組を継続して、楽しみ

ながら行えるよう「さがえ健康ポイント事業」を更に拡充させて実施してまいります。 

「こころの健康づくり」としましては、「第２期 いのち支える寒河江市自殺対策計画」

に基づき、各分野の重点施策に取り組むとともに、企業・事業所と連携した働き盛り世代

へのメンタルヘルスセミナーを充実させてまいります。 

「いのちを守る地域医療体制の充実」については、３月下旬に開催を予定する「山形県

立河北病院及び寒河江市立病院の統合再編・新病院整備に関する協議会」において、新病

院整備に向けた基本計画を決定することとしており、地域に根差した持続可能な病院を理

念として、建築設計業務の発注や、診療体制及び運営体制など各分野における準備業務に

着手することとしております。 

新病院開院までにおける市立病院での医療提供については、山形大学医学部等と連携し

て医師確保に努めるとともに、適切な設備保全と医療機器の整備・更新を行い、良質な医

療の提供を図ってまいります。 

「高齢者の元気を支援する取組」については、「高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計

画」の最終年であることから、計画期間３年間の実施状況の振り返りを行うとともに、令

和９年度が始期となる第１０期計画の策定においては、新たに「認知症施策推進計画」を
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内容に加えることとしております。また、アプリを使った認知症予防事業を本格実施し、

認知症または高齢となっても、健康で安心し生きがいを持って住み慣れた地域で暮らせる

共生社会の実現を目指し、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた諸施策の展開に努

めてまいります。 

「地域見守りネットワークの充実」については、少子高齢化や価値観の多様化等に伴い、

地域や家庭における支え合いの基盤が脆弱化し、個人が抱える課題の複雑化・複合化が進

む中において、市民一人ひとりの暮らしに地域が結びつき、生きがいを創り支えあうまち

づくりが求められています。このため、令和８年度を初年度とする「第４次寒河江市地域

福祉計画」に基づき、高齢者福祉、児童福祉、生活困窮者支援や孤独・孤立防止など、制

度や活動分野の枠を超えた地域住民や多様な主体の参画を目指し、民生委員児童委員や市

社会福祉協議会等との連携を図りながら、見守りネットワーク事業を推進してまいります。 

「共生社会の実現」については、障がい者の障がいの特性やライフスタイルの多様化に

対応するため、基幹相談支援センターをはじめとする関係機関の相互連携を密にして、包

括的かつ専門的な支援の実施に努めるとともに、令和８年度を初年度とする「第５次寒河

江市障がい者基本計画」に基づき、障がいのある方もない方も、互いに人格と個性を尊重

しあいながら、住み慣れた地域で生き生きと安心して暮らすことのできる共生社会の実現

を目指してまいります。 

また、令和８年度からは、５歳児健康診査を全児童を対象に実施いたします。診査後は、

保健師や発達支援専門員によるフォローや公認心理師による個別相談を行い、必要がある

と判断された児童については、県こども医療療育センターや県の児童発達早期支援コンサ

ルティング事業に繋ぐとともに、医療的ケア児が安心して通所できる保育環境の整備と人

員体制強化に努めてまいります。 

「地域防災力の強化」については、地域防災力の一端を担う自主防災組織の防災訓練や、

有事に備えた防災資機材の整備事業等に対する補助を継続して実施するとともに、新たな

「寒河江市防災マップ」に関する説明会を地区毎に実施し、家庭における防災意識を高め、

災害時に適切な防災行動が取れるよう支援してまいります。 
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また、近年国内各地で発生した災害における課題や教訓の反映、国の「防災基本計画」

や県の「地域防災計画」と整合を図るために、「寒河江市地域防災計画」の改正を行ってま

いります。 

さらに、災害時の迅速な情報伝達のために、防災行政無線の更新工事を実施し機能の強

化を図るとともに、指定避難所の快適な環境整備を図る取り組みを行い、民間企業等との

協定による災害時の支援体制の強化を図ってまいります。 

災害時に最前線で活躍いただく消防団については、「寒河江市消防団ビジョン」に基づ

き、団員の負担軽減を図りながら、災害対応や人命救助などに関する効果的な研修・訓練

を行うとともに、消防小型動力ポンプ付軽積載車の更新や装備品の充実を図り、消防団活

動のさらなる充実強化を図ってまいります。 

「交通事故や犯罪等のない安心して暮らせる地域づくり」についてですが、交通安全の

推進については、市民一人ひとりの交通安全に対する意識の高揚を図るため、「第１１次寒

河江市交通安全計画」を改訂し、改めて交通事故のない「人優先」の社会を目指し、子ど

もや高齢者等の交通弱者の安全確保や自転車利用者の交通安全対策、交通安全教室や関係

団体と連携した広報、啓発活動等の充実を図りながら推進してまいります。 

交通事故ゼロに向け、運転に自信が無くなった高齢ドライバーへの「高齢者運転免許証

自主返納支援事業」の利用促進や、関係団体及び地域住民と一体となった交通安全対策を

引き続き講じてまいります。 

防犯活動の推進については、市防犯協会等と連携した「青色防犯パトロール」活動等の

防犯対策や住宅地等への新たな防犯街路灯の設置や道路等屋外への防犯カメラの設置を

推進し、地域の防犯や通学路の安全確保に努めてまいります。 

また、市街地等へのクマ等大型鳥獣出没防止対策として、不要果樹の伐採支援や緩衝帯

の整備支援を行い、出没した際も、関係機関と連携し迅速に対応できるようマニュアルを

整備し机上や実地による訓練を行い、市民の安全確保に努めてまいります。 

消費者保護の推進については、全国的に多発する「特殊詐欺」や「ネット通販トラブル」

等の被害防止に重点的に取り組むため、消費生活センターを中心とする関係機関と連携し、
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啓発パンフレットの配布や市ホームページ・ＳＮＳ等を活用した迅速な情報提供に取り組

んでまいります。また、特に消費者トラブルに遭いやすい若年層、高齢者を対象とした出

前講座等を積極的に開催し、消費者教育の充実を図ります。 

 

基本政策４の「人口減少に対応した身近なコミュニティの形成」であります。 

「みんなでつくる持続可能な地域づくり」については、令和６年度に市内全地区で実施

した地域ワークショップに引き続き、現在、希望する地域において「地域づくり計画」の

策定を目指し地域の未来や課題について話し合っていただいております。 

新たに白岩地区に集落支援員を配置し、地域ワークショップで話合われた内容の事業化

やコミュニティセンターの必要性について地域内での話し合いを進めてまいります。更に

本市全体のコミュニティセンター推進計画について検討を進めながら地域コミュニティ

の維持強化を図ってまいります。 

柴橋地区コミュニティセンターについては、令和８年度から、本市で初めて地域運営組

織によるコミュニティセンターの運営に移行いたします。市としましては、柴橋地区の運

営を見守りバックアップしていくとともに、他地区への展開を念頭に、その成果検証と情

報の共有を図ってまいります。 

生涯学習の拠点施設となる地区公民館分館に対しては、地域活動を支援するとともに、

引き続きエアコン設置等の施設整備を支援してまいります。 

「豊かな人生の生きがいづくり」については、まず、生涯学習の充実について、市民の

自主的な学習活動を支援するとともに、「寒河江さくらんぼ大学」をはじめとする、多様な

学習機会の提供を行ってまいります。 

文化センターについては、空調工事を実施し、学ぶための環境整備を図ります。 

芸術文化の振興については、若者の活性化を図るための音楽イベントなどを引き続き開

催するとともに、芸術活動を行う地域おこし推進員を採用し、子どもから大人まで幅広い

市民が芸術を通じて感性を豊かにする機会を創出してまいります。引き続き市内の芸術文

化活動団体の発表機会の充実に努めます。 
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生涯スポーツの推進については、スポーツを通じ、心身ともに豊かな人生づくりを推進

するため、個々のライフステージに合わせ、スポーツニーズの多様化にも対応しながら、

市民が気軽にスポーツに親しむことのできる体育施設等の整備や利用拡大等を図ってま

いります。 

また、民間施設を含めた多彩なスポーツ環境を生かし、スポーツツーリズムやアーバン

スポーツの振興など、スポーツを通じた交流人口の拡大と地域活性化に取り組んでまいり

ます。 

歴史文化関係事業につきましては、「寒河江市文化財保存活用地域計画」に基づいて市内

の文化財を適正に保存・活用するとともに、郷土館特別展等の開催により郷土の歴史や文

化を積極的に発信し、郷土を学ぶ環境づくりに努めてまいります。 

国史跡慈恩寺旧境内を総合的に案内する史跡慈恩寺旧境内総合交流施設「慈恩寺テラス」

については、これまで累計約４３万人と多くの方々からご来館いただいております。指定

管理者等と連携し更なる魅力向上を図るとともに、修験の道ウォーキングや散策ウォーキ

ング等の国史跡を活用した事業などに継続して取り組み、国史跡の歴史や文化など広く発

信して交流人口の拡大に努めてまいります。また、地域おこし推進員を募集・採用し、新

たな視点と発想から史跡の魅力を掘り起こし、国史跡慈恩寺旧境内を活用したまちづくり

を発信してまいります。 

「ジェンダー平等を実現する環境づくり」については、ワーク・ライフ・バランスの実

現や、男女共に仕事をしながら子育て、介護ができる就労環境の整備に積極的に取り組む

企業等である「やまがたスマイル企業」として県が認定した事業所に対し、本市としまし

ても優遇する制度を創設し、働きやすい職場環境の普及を図ってまいります。 

出産や育児、介護等の事情により、やむを得ず離職された方々を対象に、技術交流プラ

ザや県などの関係機関が実施する職業能力開発事業への参加を促すことで、円滑な再就職

に向けたスキルアップに繋げてまいります。 

また、創業や新たなビジネス展開を目指す女性が、暮らし方に応じて参加しやすいよう

に、対面の講義方式による創業セミナーと、パソコン等を活用したオンライン方式による
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ビジネスセミナーを実施し、女性によるスタートアップを支援してまいります。 

「スマートな行財政運営」については、市民サービスの利便性向上を図るため、本市が

発行する各種証明書等のコンビニ交付サービスの導入や、本市がインターネットを通じて

行う市民向けサービス機能を集約し、わかりやすく効果的な情報伝達が可能となる市民向

けポータルアプリの導入に新たに取り組みます。 

また、市税、水道料金等の口座振替申し込みについては、令和８年７月頃からインター

ネットを利用した受付を開始し、納付者の利便性の向上を図ってまいります。 

「国際理解による多文化共生社会の実現」については、外国人が市民と調和し、コミュ

ニティの一員としてより快適に安心してくらせるよう外国人向けの「暮らしのガイドブッ

ク」を作成いたします。 

また、姉妹友好都市との交流促進による相互理解を積極的に推進するため、本市と盟約

を締結する姉妹都市等を訪問する予定としております。 

 

基本政策５の「自然と共存する住環境の維持・整備」であります。 

「心地よい都市空間づくり」については、「寒河江市都市公園施設長寿命化計画」に基づ

き、順次公園施設の再整備を行い、日々の暮らしにおいて身近に利用できる快適な公園づ

くりを目指します。また、寒河江公園再整備計画に基づき、公園内への多目的運動広場の

整備や寒河江市野球場の改修を行ってまいります。 

「将来を見通せるまちづくり」については、将来にわたる都市づくりの方向性を示す寒

河江市都市計画マスタープラン、並びに、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立

地、公共交通の充実などが盛り込まれる立地適正化計画について、現在、市民や専門的知

見を有する方々から意見聴取しながら、今年度末の策定に向けて作業を進めているところ

です。今後は、新たな都市計画マスタープランに基づき、用途地域の見直しや都市計画道

路の見直しについて検討を進めていくとともに、中心市街地の活性化を目的としたエリア

イノベーションを進めるため、勉強会やワークショップを開催し、住民・民間事業者・市

が協働して今後のまちづくりに向けた事業展開を推進してまいります。 
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「質の高い居住環境づくり」についてですが、空き家対策については、寒河江市空き家

等対策計画に基づき、関係団体と連携して空き家相談会等を開催するとともに、空き家の

流動化を促進するため、引き続き、空き家バンクの活用推進や老朽危険空き家の解体につ

いて支援を行ってまいります。 

市営住宅については、長寿命化計画に基づき適正な維持管理を進めてまいります。 

「限りある資源を大切にし、人と自然が共生するまちづくり」については、集団資源回

収を継続して実施できるよう実施団体への支援を継続してまいります。 

また、ごみ集積所を活用して資源回収を行う「ステーション回収」事業を実施し、ごみ

の減量化と資源化率の向上に取り組んでまいります。 

環境美化活動として定着している「市民クリーン作戦」の継続実施による生活環境の保

全や県や環境衛生組合連合会各支部との連携による不法投棄パトロールの定期的実施な

どにより、不法投棄の撲滅を目指してまいります。 

猫の不妊・去勢手術費に対し助成を行い、野良猫の数や多頭飼育問題世帯の抑制を図る

とともに、動物愛護と適正飼養に関する普及啓発活動に取り組む団体を支援し、市民の動

物への愛護精神と適正飼養に対する知識の普及啓発に取り組んでまいります。 

「省エネルギー化を推進し、地球温暖化防止に取り組むまちづくり」については、「寒河

江市ゼロカーボンシティ宣言」の実現のため、「市環境基本計画」に基づき２０５０年にお

ける温室効果ガス排出量実質ゼロを目指し、市民・事業者を対象に省エネルギーやカーボ

ンニュートラルに関するセミナーを開催するとともに、小学生を対象とした「こどもエコ

チャレンジ」を実施し、環境に配慮したライフスタイルの推進や温室効果ガス排出削減の

啓発を行ってまいります。 

また、次世代自動車導入事業費補助金、再生可能エネルギー設備導入事業費補助金に加

え、新たに蓄電池設置事業費補助金の交付に取り組むことを通じ、温室効果ガス排出削減

を推進してまいります。 

「交通ネットワークの整備」については、道路施設長寿命化計画や橋梁長寿命化計画に

基づき、既存インフラの維持補修や整備を行い、道路施設等の長寿命化に取組んでまいり
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ます。加えて、広域道路ネットワークの整備を併せ進める取組として、平塩橋の架け替え

整備事業を積極的に進めてまいります。 

また、冬期間におけるスムーズな除雪体制構築のため、除雪車運行管理システムを活用

するとともに、除雪委託料の見直しを行い、除雪体制の持続的な維持・確保を図ってまい

ります。 

さらに、自動車以外の交通環境の維持・確保を図るため、自転車ネットワーク計画に基

づき、安全で快適な自転車通行帯の整備を計画的に取り組んでいくとともに、ＪＲ左沢線

の利用促進のため、引き続き市内の飲食店等と連携したキャンペーンを実施いたします。 

最後に、「生活を守る上下水道の整備」についてであります。 

上水道事業については、老朽化した配水管の長寿命化や上下水道耐震化計画に基づく耐

震化、浸水対策などに取り組み、災害に強い強靭な施設の整備・更新を進めてまいります。

また、新水道ビジョンによる持続可能な経営基盤の確立を図りながら、安全で安心な水道

水の安定供給に努めてまいります。 

公共下水道事業については、未整備箇所の整備が概ね完了することから、上下水道耐震

化計画に基づき、管渠の診断及び実施設計を行い耐震化に取り組んでまいります。浄化セ

ンター施設については、下水道ストックマネジメント計画に基づき計画的な改修及び修繕

を行ってまいります。 

さらに、近年多発する局地的な大雨による内水氾濫に備え、雨水排水整備計画に基づき

冠水箇所の解消を図るための整備を進めてまいります。また、公共下水道及び合併処理浄

化槽の普及促進による水洗化率の向上に取り組み、市民の生活環境の保全、公衆衛生の向

上、公共用水域の水質保全を図ってまいります。 

 

以上、ここまで、令和８年度の市政運営に臨む所信の一端を申しあげました。 

これまで以上に、子育て・教育環境の整備、農業や商工業の振興、介護・福祉・健康づ

くり施策の充実、災害への備えをしっかりと行い、誰もが住んでみたい、住み続けたい、

住んでよかったと感じられるまちを目指し、誠心誠意取り組んでまいりますので、市議会



－１６－ 

議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申しあげま

す。 

 


